
日頃から、区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 第 3 回審議会では、「宅地を評価するためのルール等の報告」、「新しい移転先を決めるための

ルール」及び「特別な取扱いをする宅地（諮問）」についての話し合いが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年もありがとうございました 
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第３回土地区画整理審議会を開催しました 

 本年から、皆さまにご理解をいただきながら、次の世代へ引き継ぐ「災害に強い安全で安心なま

ちづくり」を目指して、本事業が始まりました。 

来年は、新しい「移転先（案）」についての個別説明や建物調査を行った方には補償金の概算額

提示など、本格的に新しい「移転先」への再建や生活再建についての事案が生じてきますので、 

皆さまと一緒になって考えさせていただきます。 

毎週金曜日の朝に、地区内の清掃を始めました。一日も早く地域に馴染めるよう努めてまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

なぜ完成していない補助第

288 号線を基準に道路の点数

をつけるのか？ 

道路の点数について結果だけ報

告されても理解できない… 

道路を点数化する計算式を説明

してほしい！ 

整理前・後で何も変わらない道路が、

なぜ点数が上がるのか？ 

区が土地評価員から同意を得た宅地を評価する 

「道路の点数の付け方」に対しての意見 

※以上のような意見が出されましたので、第4回審議会においても、引き続き話し合うことに

なりました。 



平成２８年を振り返って
～皆さまと一緒に「災害に強い安全で安心なまちづくり」を目指して～

土地区画整理事業の流れ 皆さまのスケジュール

４月

建物調査の実施

（第１段階移転対象予定者）

上篠崎一丁目北部土地区画整理事業事業計画決定３月

実

施

中

≪目的≫

・補償金を算出するための

調査をさせていただいて

います。

・審議会の運営・傍聴に関するルールの制定

〈基本的な考え方〉

①今お住まいの土地の価値と大きく変わらないように

②土地権利者の皆さまの総意として受け入れられるもの

＋
③この地区特有のルール

土地区画整理審議会委員の決定

委嘱式及び第１回土地区画整理審議会の開催

土
地
区
画
整
理
審
議
会
及
び
土
地
評
価
員
会

第２回土地区画整理審議会の開催

・宅地を評価するためのルール等の制定

・３名の土地評価員の選任

委嘱式及び第１回土地評価員会の開催

第３回土地区画整理審議会の開催

・新しい「移転先」を決めるためのルールの制定（審議中）

７月

８月

１０月

１１月

定数：１０名（審議会委員８名＋学識経験者２名）

任期：５年間

移転先に関する個別相談会

＜お問い合わせ先＞ ※電話での問い合わせは平日午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。

仮換地指定・換地処分に関すること 計画換地係 ℡ 5664-2619

移転・造成工事に関すること 移転造成係 ℡ 5664-2616

〒133-0053江戸川区北篠崎2-26-7  FAX専用 5243-3711

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html

篠崎地区まちづくり

事務所

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html

